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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

  

 １ 森林整備の現状と課題 

   本町の森林面積は３，０５４ｈａで町の総面積の７５％を占めており、森林資源の内

容はスギ・ヒノキ等の針葉樹及び広葉樹で構成されている。このうち国有林が８５ha

（３％）、地域森林計画対象民有林面積は２，９５３ｈａ（９７％）、立木地面積は２，

５８９haとなっており、人工林面積は８４１haで、人工林率は３２．５％である。これ

ら人工林については、枝打ち、間伐などの保育が必要となっている。 

   しかしながら、近年、木材価格の低迷や林業経費の増加などから、林業を取り巻く環

境は低迷しており、森林所有者の林業経営の意欲は減退している。また、林業経営以外

の目的による森林所有の増加により、間伐保育を必要とする森林が存在しており、近年、

県や町の事業によりその整備が進められてきたが、さらに手入れを行うために、今後も

継続して町・森林所有者等が一体となって計画的な森林整備を図っていく必要がある。 

森林整備を促進する上で必要な林業の担い手に関して、高齢化、新規就労者の減少等

により不足することが懸念されるため、町・県・事業者が協力して、事業量の平準化、

就労環境の改善、講習会による技術指導等により林業労働力の量的・質的な育成確保を

進める必要がある。 

 

 ２ 森林整備の基本方針 

  (1) 地域の目指すべき森林資源の姿 

    森林の有する各種機能については「水源涵養機能」、「山地災害防止機能/土壌保

全機能」、「快適環境形成機能」、「保健・レクリエーション機能」、「木材等生産

機能」の５区分を基本とし、林班ごとにその森林の有する機能を評価し、森林の所在

を定める。 

  ○水源涵養機能 

    下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・

保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等

が整備されている森林 

  ○山地災害防止機能／土壌保全機能 

    下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生ととも

に樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じ

て山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

  ○快適環境形成機能 

    樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被

害に対する抵抗性が高い森林 

  ○保健・レクリエーション機能 

    身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、

住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動

に適した施設が整備されている森林 
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  ○木材等生産機能 

    材木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成さ

れ成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林 

 なお、本計画においては地域森林計画に定める森林区分、公益的機能に準拠し、

農林水産省令（森林法施行規則）に定められた公益的機能別施業森林に則し、Ⅱの

第４において区域の設定等を行うものとする。 

 

  (2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

    本町の林業は、気象・土壌等からスギ・ヒノキの適地として自然環境に恵まれてい

るので、将来の木材需要を予測した市場性の高い特色のある生産地形成を志向し、間

伐保育を積極的に推進していく。一方、現状を踏まえ、森林の有する公益的な機能と

地域の特質を生かした林業への取り組みを実施し、保育施業の適正な実施等を図ると

ともに、主伐期を迎える林分も多く、効率よい伐採を計画的に実施するための体制整

備を推進し、健全な森林の管理育成を推進する。 

 

    目標林型別の森林施業の考え方 

    ア 単層林施業 

      単層林施業は、成長の良好な短伐期又は長伐期の針葉樹単層林を目指す。 

      造林は、適地適木を原則とした人工造林を行うものとし、スギまたはヒノキの

植栽を行う場合は、花粉の少ない品種または無花粉品種を選択するほか、状況に

応じて地域の自然条件に適した品種等の導入を図る。 

      間伐及び保育は、主林木の生育に応じて、適時適切に下刈、つる切り、間伐、

枝打などを行い、造林目的に沿った主林木育成と下層植生の維持を図る。短伐期

施業では、概ね標準伐期齢に達した時期以降に主伐を行うものとし、長伐期施業

を行う場合は、標準伐期齢以降も間伐等を継続し、標準伐期齢の概ね２倍にあた

る林齢以上の時期に主伐を行う。 

      主伐は、林地の保全に配慮して択伐又は小面積かつ分散的な皆伐を行うものと

する。 

    イ 巨木林施業 

      巨木林施業は、下層植生の豊富な林齢１００年以上の針葉樹林を目指す。 

      造林から標準伐期齢に達する時期までは、単層林に準じた施業を行い、標準伐

期齢以降は、風害などの気象災害に留意しながら、適度な間伐を繰り返すことに

より豊かな下層植生の維持・育成を図る。 

      また、標準伐期齢以降の枝打については、林内環境を保全する上で必要な場合

に行う。 

      主伐を行う場合には、林地の保全に配慮して択伐又は小面積かつ分散的な皆伐

を行うものとする。 

    ウ 複層林施業 

      複層林施業は、常に一定以上の森林蓄積を維持し、複数の樹冠層を有する針葉

樹林－針葉樹林を目指す。 
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      単層林状態の期間は、概ね単層林に準じた施業を行い、上層木を抜き伐りする

ことによって下層木の生育に必要な光環境及び空間を確保しながら、自然条件や

造林目的に応じて、上層木と下層木の配置、重複期間、樹種の組み合わせ等を選

択し、植栽によって下層木を導入し複層林を造成する。植栽は花粉の少ない品種

または無花粉品種を選択する。 

      複層林状態の期間は、上層木及び下層木のそれぞれについて適時適切な抜き伐

り、間伐及び枝打等を行い、特に上層木の抜き伐りについては、下層木の生育状

況に留意して行う。 

      上層木の主伐は、概ね標準伐期齢に達した時期以降に行うものとし、特に下層

木の保護に留意して慎重に行う。 

    エ 混交林施業 

      混交林施業は、単層林として造成した針葉樹林に広葉樹を導入することにより、

構成樹種が多様で階層構造が発達した針葉樹と広葉樹が主林木として混成する森

林を目指す。 

      針葉樹単層林から混交林への誘導は、抜き伐りを繰り返しながら、森林の現況

や自然条件に応じて、必要な施業を適宜組み合わせて天然下種更新による多様な

広葉樹等の導入を促進することを基本とし、天然下種更新による広葉樹等の導入

が期待できない場合などは、必要に応じて植栽を行う。 

      植栽を行う場合は、自然条件に適した郷土樹種を選択し、地域固有の系統を保

全するため現場の母樹から育成した種苗を使用するように努める。 

      主伐を行う場合は、原則として皆伐を避け、択伐とする。 

    オ 広葉樹林施業 

      広葉樹林施業は、構成樹種が多様で階層構造が発達し安定した活力のある広葉

樹林を目指す。 

      広葉樹林の更新は、自然力を活用した天然下種更新または萌芽更新を基本とし、

下層植生の乏しい森林では、森林の現況や自然条件に応じて下層植生の保護、土

壌保全、かき起こし等の地表処理、受光伐、補助的な植栽等の適切な施業を組み

合わせて行う。 

 

 ３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

   本町の森林施業の現状は、かつてのような活発な伐採及び育林施業が行なわれておら

ず、そのため未整備林分がかなり多く存在する。森林の有する多面的機能を有効に発揮

させ、資源としての森林を持続的に利活用するために、施業の集約化や長期受委託の推

進など生産性向上のための取組が求められる。そのためには、地域林業再生推進協議会

を通じて、正確な森林情報を把握・整備し、互いに情報交換することが必要である。ま

た、施業集約化・協同化と効率的施業の推進について、町と森林所有者、林業事業体等

とが定期的に情報交換及び事業推進の場を持つことが必要となる。さらに、林業後継者

の育成、林業機械化の推進など長期的展望に立った林業諸施策を総合的かつ計画的に推

進していくことも重要な課題である。なお、植栽事業を行う際に町民等ボランティアの

協力を得るなど地域住民の参画を促し、密接なつながりを育むことにも努める。 
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Ⅱ 森林の整備に関する事項 

 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

  

 １ 樹種別の立木の標準伐期齢 

地    域 

樹     種 

ス ギ ヒノキ マツ類 
その他 
針葉樹 

クヌギ 
コナラ 

その他 
広葉樹 

全 域 ４０年 ４５年 ３５年 ５０年 １０年 ２０年 

 （注）標準伐期齢は立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定めるもので、当該林

齢に達した時点での森林の伐採を促すものではない。 

 

 ２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

   立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、

再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、以下に示す皆伐又は

択伐によるものとする。 

   ○皆伐： 皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。皆伐に当たっては気

候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、小面

積かつ分散的に行うものとし、伐採面積は２ヘクタール以下を標準とする。

やむを得ない場合にあっても２０ヘクタールを限度とする。 

   ○択伐： 択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐

採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではお

おむね均等な割合で行うものであり、材積にかかる伐採率が３０％以下（伐

採後の造林が植栽による場合にあっては４０％以下）の伐採とする。 

        また、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造とな

るように一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によることとす

る。 

 

   ただし、法令等により施業が制限されている森林については、当該法令等の定めを遵

守して行うこととする。 

 

  (1) 単層林施業 

    単層林における主伐は、林地の保全に配慮し、択伐又は小面積かつ分散的な皆伐に

よることとし、林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維

持等のため必要がある場合には、所要の保護樹林帯を設置すること。尾根筋や沢筋で

は片側２０ｍ程度を保存するように努める。 

    主伐の時期は、短伐期単層林については、原則として標準伐期齢に達した時期以降

に、また、長伐期単層林については、標準伐期齢のおおむね２倍にあたる林齢以降に

行うこととし、多様な木材需要への対応、地域の森林構成等を踏まえ、伐期の多様化
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や長期化を積極的に図りつつ、生産目標に応じた林齢で伐採すること。 

    伐採跡地については、適確な更新を図るため、適地適木を旨として気候、土壌等の

自然条件に適合した樹種を早期に植栽すること。 

  (2) 巨木林施業 

    巨木林における主伐は、下層植生の豊富な林齢１００年生以上の針葉樹林を目標と

することを踏まえ、林地の保全に配慮して、択伐又は小面積かつ分散的な皆伐を行う

こと。伐採跡地については、適確な更新を図るため、適地適木を旨として気候、土壌

等の自然条件に適合した樹種を早期に植栽すること。 

  (3) 複層林施業 

    複層林における上層木の主伐は、下層木の保護及び更新の時期、方法に留意して慎

重に行うこととし、主伐の時期は、おおむね単層林に準じる。 

  (4) 混交林施業 

    混交林における針葉樹の主伐は、針葉樹単層林を樹種構成が多様で階層構造が発達

した針広混交林へ誘導することを主眼としていることを踏まえ、林地の保全、野生生

物との共存等に配慮しつつ、天然下種更新の促進や、植栽する広葉樹苗木の生育のた

めに必要な空間を確保するために行うものとし、森林の状況や自然条件等を勘案して、

単木、帯状、群状などの種類を選択すること。 

  (5) 広葉樹林施業 

    広葉樹林における主伐は、樹種構成が多様で階層構造が発達し、安定した活力ある

広葉樹林を目標とすることを踏まえ、択伐又は小面積かつ分散的な皆伐を行うことと

し、林地の保全、野生生物との共存、天然下種更新又は萌芽更新の促進等に配慮して

慎重に行うこと。 

 

    なお、集材・搬出に当たっては、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和

３年３月16日付け２林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適した方法により行う。 

 

作業システムの目安               （出典：神奈川県、搬出間伐における環境等配慮指針） 

傾斜区分 
シス 

テム 
集材 伐倒・造材 運搬 

緩傾斜地 

〔概ね 20°以下〕 

（※１） 

① 

車両系 

（路網から直接もしくはウインチによる

集材） 

 （ウインチ付）グラップル等 

チェンソー・ 

ハーベスタ・プロセ

ッサ 

フォワーダ 

又はトラック 

  中～急傾斜地 

〔概ね 20～

35°〕 

（※２） 

② 

車両系 

（路網から直接もしくはウインチによる

集材） 

 （ウインチ付）グラップル等 

チェンソー・ 

ハーベスタ・プロセ

ッサ 

フォワーダ 

又はトラック 

  
③ 

架線系 

（簡易な架線系集材） 

 スイングヤーダ等 
チェンソー 

フォワーダ 

又はトラック 
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急峻地 

〔概ね 35°以

上〕 

④ 

架線系 

（架線集材） 

 タワーヤーダ 

 自走式搬器等 

チェンソー 
フォワーダ 

又はトラック 

（※１） 路網の整備状況により、②～④のシステムも選択できるものとする 

（※２） 路網の整備状況により、④のシステムも選択できるものとする 

 

（主に小径木短幹材を搬出する場合に適用可能な作業システム） 

傾斜区分 
シス 

テム 
集材 伐倒・造材 運搬 

緩～急傾斜地 

〔概ね 35°以下〕 
架線系 

（簡易な架線系集材） 

 ジグザグ集材 
チェンソー 

フォワーダ 

又はトラック 

 

 

 ３ その他必要な事項 

   特になし。 

 

第２ 造林に関する事項 

 

 １ 人工造林に関する事項 

   人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や、公益的機能の

発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期

待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うこととする。 

 

  (1) 人工造林の対象樹種 

樹種名（針葉樹） 樹種名（広葉樹） 
その他自然条件に適した郷

土樹種及び品種 スギ、ヒノキ、マツ 
コナラ、ケヤキ、ミズキ、 

クスノキ 

 （注）1. 上記以外の樹種を植栽しようとする場合には、町の森林担当課又は林業普及指

導員と相談の上、適切な樹種を選択すること。 

    2. スギ・ヒノキの人工造林を行う場合には、花粉の少ない品種又は無花粉品種を

選択する。 

 

  (2) 人工造林の標準的な方法 

   ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

樹 種 仕立ての方法 標準的な植栽本数（本／ha） 備 考 

ス ギ 中庸仕立て ２５００～３５００  

ヒノキ 中庸仕立て ２５００～３５００  

 （注）1. 複層林化や混交林化を図る場合の樹下植栽については、標準的な植栽本数から
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下層木以外の立木の樹冠占有面積率に応じた本数を減じた本数以上を植栽する。 

    2. 低密度植栽を行う場合については、上記表の植栽本数によらずスギ1,000～

1,500本/ha以上、ヒノキ1,500本/ha以上程度の疎植を行うものとする。 

    3. 標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、町の森林担当課又

は林業普及指導員と相談の上、適切な植栽本数を決定する。 

    4. 法令等により植栽本数の定めがある森林については、当該法令等の定めを遵守

して適切な植栽を行うこと。 

 

   イ その他人工造林の方法 

区  分 標準的な方法 

地こしらえの方法 

等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則とする。なお、急傾斜

地等の崩壊の危険性のある箇所については、生木棚積地拵え

を行い林地の保全に努めるものとする。 

植付けの方法 正方形植え原則とし、植付けは丁寧植えとする。 

植栽の時期 

裸苗：春植えは２月～６月中旬まで、秋植えは苗木の根の生

長が鈍化した10月～12月中旬までに行うものとする。 

コンテナ苗：土壌が凍結していない時期に行うものとする。 

  注）コンテナ苗の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入、低密度植栽など、造林

の省力化と低コスト化に努めることとする。なお、低密度植栽を行う場合、肥大成長

が促されるが、樹幹の太さが梢の方に行くに従って急に細くなりやすく、合板材・集

成材など加工向けの並材の生産を念頭においた施業となること、及び下刈りの誤伐や

獣害等に起因する枯死苗の発生が大きな影響を及ぼすことに留意して、必要に応じた

獣害対策、下刈り、つる切等の保育作業を行うものとする。 

 

  (3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

    伐採跡地の人工造林をすべき期間は、皆伐による伐採に係るものについては、当該

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内とする。また、択

伐による伐採に係るものについては、伐採が終了した日を含む年度の翌年度から起算

して５年以内とする。 

 

 ２ 天然更新に関する事項 

 

  (1) 天然更新の対象樹種 

天然更新の対象樹種 
クヌギ、コナラ、イロハモミジ、カエデ、ケヤキ 

ヤマザクラ、ブナ、コブシ 

 
萌芽による更新

が可能な樹種 
コナラ、イロハモミジ、ヤマザクラ、クヌギ 
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(2) 天然更新の標準的な方法 

    天然更新を行う際には、天然更新の対象樹種について、周辺の草丈に一定程度の余

裕高を加えた樹高以上のものが、次に示す期待成立本数の１０分の３以上となるよう

に更新するものとし、必要に応じて天然更新補助作業を実施するものとする。 

 

  ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

樹  種 期待成立本数（本／ｈａ） 

天然更新の対象樹種全て １０，０００ 

   

  イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

区  分 標準的な方法 

地表掻き起し 

天然下種更新を行う際に、種子の発芽・生育を促すため林

床植物を除去するとともに、地表に堆積する落葉落枝を攪

乱し表土（Ａ層）を露出させる。 

刈出し 

稚樹の生長を促すため、稚樹を被圧するササ等の下層植生

を刈り払う。ササ等の状況や立地条件に応じて全刈り、筋

刈り、坪刈り等により行う。 

受光伐 
稚樹等の生育を促すため、林内の光環境の改善を目的とし

た上層木の伐採や枝払い等を行う。 

植込み 

稚樹等の立木密度が低い場合や部分的に空間が生じた場合

で、更新の完了が困難と認められる箇所に補助的に植栽す

る。気象・土壌条件や植栽する苗木の特性に応じて適切な

時期に行う。 

芽掻き 
萌芽更新を行う際に、一つの株から多数発生した萌芽のう

ち、余分なものを摘み取る。 

 

   ウ その他天然更新の方法 

     天然更新の完了に関しては、保安林等で天然更新完了について別に定めがあるも

のを除き、次の①、②を満たしている場合を更新が完了した状態とする。 

     ① 天然更新の対象樹種のうち、樹高が周辺の草丈（対象樹種の生存、生長を阻

害する競合植物（ササ、低木、シダ類、高茎草本等）の高さ）以上のものがha

当たり３，０００本以上の密度で生育している状態であること。 

     ② ①の状態を満たす場合であっても、獣害により健全な生育が期待できないお

それがある場合には、適切な防除方策を実施していること。 

 

     なお、上記の条件を満たすことが困難であると判断される場合には、天然更新補

助作業又は人工造林により確実に更新を図るものとする。 
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  (3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間 

    伐採跡地の天然更新をすべき期間は、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の

初日から起算して５年以内とする。 

 

 ３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

  (1) 植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の基準 

    植栽によらなければ的確な更新が困難な森林は、「天然更新完了基準書作成の手引

きについて」（平成24年3月30日付け23林整計第365号林野庁森林整備部計画課長通

知）の3の3-2の4により、現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉

樹林が更新対象地の斜面上方や周囲100m以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在し

ない森林とする。 

    なお、近年のニホンジカ等による食害により、更新することが困難な箇所もあるこ

とから、鳥獣害防止対策を検討することとする。 

     

 

  (2) 植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の所在 

     該当なし。 

 

 ４ 森林法第10条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

   森林法第10条の９第４項の伐採の中止又は造林の命令の基準については、次のとおり

とする。 

  (1) 造林の対象樹種 

   ア 人工造林の場合 

     １の(1)による。 

   イ 天然更新の場合 

     ２の(1)による。 

 

  (2) 生育し得る最大の立木の本数 

    植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における、天然

更新の対象樹種の立木が５年生時点で生育し得る最大の立木の本数として想定される

本数は１０，０００本／ｈａとする。 
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 ５ その他必要な事項 

   巨木林施業、複層林施業、混交林施業及び広葉樹林施業における造林については、特

に次の事項に留意して行うこととする。 

 

  (1) 巨木林施業 

    概ね単層林に準じて行い、標準伐期齢以降も適度な間伐を繰り返し実施する。また、

標準伐期齢以降の枝打は、林内環境を保全する上で必要な場合に実施する。 

  (2) 複層林施業 

    複数の針葉樹の樹冠層を持つ森林を目指す複層林施業における造林は、上層木を抜

き伐りして下層木の生育に必要な光環境及び空間を確保しながら、植栽により下層木

を導入して複層林を造成するものとする。 

    複層林の造成にあたっては、自然条件や造林目的に応じて、単木、帯状、群状とい

った上層木と下層木の配置、重複期間、樹種の組み合わせ等を選択するものとする。 

  (3) 混交林施業 

    樹種構成及び森林の階層構造が多様な、針葉樹と広葉樹が混生する森林を目指す混

交林施業における広葉樹の造林は、針葉樹単層林の抜き伐りを繰り返すことにより天

然下種更新による多様な広葉樹の導入を促進することを基本とする。 

    天然下種更新は、母樹等から飛散した種子による更新を期待するものであり、自然

条件、母樹の分布状況及び種子の飛散特性等により、育成しようとする樹木の発芽や

生育の効果的な促進を図るため、必要に応じて、土壌保全、かき起こし等の地表処理、

植生保護柵による実生保護等の天然更新補助作業を行うものとする。自然条件などに

より天然下種更新による広葉樹導入が期待できない場合などには、必要に応じて植栽

を行うものとし、原則として自然条件に適した郷土樹種を植栽する。 

  (4) 広葉樹林施業 

    樹種構成が多様で階層構造が発達し、安定した活力ある広葉樹林を目指す広葉樹林

施業における造林は、天然下種更新又は萌芽更新を基本とする。 

    天然下種更新は、母樹等から飛散した種子による更新を期待するものであり、自然

条件、母樹の分布状況及び種子の飛散特性等により、育成しようとする樹木の発芽や

生育の効果的な促進を図るため、必要に応じて、土壌保全、かき起こし等の地表処理、

植生保護柵による実生保護等の天然更新補助作業を行うものとする。自然条件などに

より天然下種更新による広葉樹導入が期待できない場合などには、必要に応じて植栽

を行うものとし、原則として自然条件に適した郷土樹種を植栽する。 

    萌芽更新は、萌芽の優劣が明らかとなる頃に、根または地際部から発生している萌

芽を１株当たりの仕立て本数を目安として、萌芽整理を行う。 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の

基準 

 

   間伐及び保育は、森林区分ごとの重視すべき機能及び望ましい森林の姿を踏まえ、森

林の質的な向上と健全化、目標とする森林状態への誘導、木材資源の持続的活用等を図

るため、適切な時期及び方法により間伐及び枝打ち等を積極的に推進する。 
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 １ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

樹 

種 

施業 

体系 

植栽本数 

(本/ha） 

間伐を実施すべき標準的な林齢（年） 

標準的な方法 備 考 初 

回 

２
回
目 

３
回
目 

４
回
目 

５
回
目 

６
回
目 

ス 

ギ 

短伐期 

2,500～

3,500 

15 25     
①開始時期 
樹冠がうっ閉し主林木相互
間に競争が生じ始めた時期
とする。 
②間伐率 
各回とも20～35%の率で林
分により調整し実施する。 
③間伐木の選定 
均一な林分が構成されるよ
う配慮して行う。 
④回数 
優良木生産を目的とし、地
位の良否、植栽本数・生産
目標等により、時期・回
数・間伐率を調整する。 

標準伐期齢を
過ぎた林分に
ついても必要
に応じて間伐
を行い、短伐
期施業林は長
伐 期 施 業 林
へ、長伐期施
業林は混交林
や巨木林への
誘導を推進す
る。 

長伐期 15 25 35 50 65  

巨木林 15 25 35 50 65 80 

ヒ
ノ
キ 

短伐期 

2,500～

3,500 

18 28     

長伐期 18 28 38 53 68  

巨木林 18 28 38 53 68 83 

平均的な間伐の実施間隔は次のとおりとする。 

標準伐期齢未満 １０年に１回 

標準伐期齢以上 １５年に１回 

注）間伐が十分実施されていない人工林では風害に留意し、間伐の繰り返し期間を５年程度

として、５～８％の間伐率（材積率）による間伐を行う。 

 

 ２ 保育の種類別の標準的な方法 

保育の 

種 類 
樹種 実施すべき標準的な林齢及び回数 標準的な方法 備考 

下刈り 
スギ 

ヒノキ 

10年生まで実施 

（雑草木の状況によって、２

～５年目に２回刈りを行なう 

下刈りは、造林木が雑草木より抜
き出るまで行い、その回数は、植
栽した年から10年間に10～14回と
する。下刈りの時期は、造林木が
雑草木により被圧される前で、年1
回の場合は7月頃、年2回の場合は6
月と8月に行う。 

 

つる切 
スギ 

ヒノキ 
植栽後７～13年後に1～2回 

つる切に併せて、生育に支障とな

るかん木類を除去する。 

除伐 
スギ 

ヒノキ 
植栽後10～12年後に1回 

除伐は、下刈り終了後、造林木が
閉鎖状態になった時に、造林木の
生育に支障となるかん木類やつる
を除去する。また、併せて造林木
で成木の見込みのない不良木を除
去する。 

枝打 

スギ 
1.5m 
9年 

3.0m 
13年 

4.5m 
17年 

6.0m 
21年 

枝打は、最下枝部の幹の直径が7～
8㎝になった時に実施する。枝打は
丁寧に幹を傷つけないよう、ま
た、枯枝を残さないように仕上げ
る。 ヒノキ 

1.5m 
11年 

3.0m 
15年 

4.5m 
19年 

6.0m 
23年 
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 ３ その他必要な事項 

  (1) １及び２によるほか特に次の点に留意することとする。 

   ア 間伐 

      間伐が十分実施されていない人工林については、風害に留意し、間伐の繰り返

し期間を５年程度として、５～８％の間伐（材積）による間伐を実施することと

する。 

   イ 下刈り 

      雑草木の繁茂が著しく材木の成長が遅い新崎川上流の地区については標準的な

方法に示す林齢を越える森林についても、必要に応じ、造林木の高さが雑草木よ

り１ｍ程度抜き出るまで追加しておこなうこと。 

   ウ つる切り 

      つる類の繁茂の著しい、沢沿いの個所については、必要に応じ、２～３年に１

回、立木の育成に支障をきたさないよう実施すること。 

   エ 複層林施業 

      上層木及び下層木について適時適切な抜き伐り、間伐及び枝打ちを行い、特に

上層木の抜き伐りについては、下層木の生育に必要な光環境及び空間の確保を図

りながら、下層木の配置及びその保護に留意して実施する。 

   オ 混交林施業 

      針葉樹単層林への天然下種更新による多様な広葉樹の導入や、補助的に植栽し

た苗木の生育確保に主眼を置いた適度な抜き伐りを繰り返しながら、その他森林

の現況や自然条件等に応じて必要な施業を適宜組み合わせて実施する。 

   カ 広葉樹林施業 

      樹種構成が多様で階層構造が発達し、安定した活力ある広葉樹林を目指す広葉

樹林施業における保育は、森林の状況と荒廃の原因を十分に把握した上で、受光

伐や、植生保護柵、土壌保全工など適切な施業を選択・組み合わせて実施するも

のとする。 

 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

 

 １ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

  (1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

   ア 区域の設定 

     水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域につ

いては、別表１のとおりとする。 

 

   イ 施業の方法 

     下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間隔の拡大とともに伐

採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとする。 

     以下の伐期齢の下限に従った森林施業を推進すべき森林の区域を、別表２のとお

りとする。 
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＜森林の伐期齢の下限＞ 

地    域 
樹     種 

ス ギ ヒノキ マツ類 
その他 
針葉樹 

クヌギ 
コナラ 

その他 
広葉樹 

別表２に定める 

伐期の延長を 

推進すべき森林 

５０年 ５５年 ４５年 ６０年 ２０年 ３０年 

 

  (2) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保

健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵養機能

維持増進森林以外の森林 

   ア 区域の設定 

     次の①から④までに掲げる森林の区域を別表１のとおりとする。 

 

     ①土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林 

       地形や傾斜が急な箇所、傾斜の著しい変移点をもっている箇所又は山腹の凹

曲部等地表流下水、地中水の集中流下する部分をもっている箇所、地質が基岩

の風化が異常に進んだ箇所、基岩の節理又は片理が著しく進んだ箇所、破砕帯

又は断層線上にある箇所、流れ盤となっている箇所、土壌等が火山灰地帯等で

表土が粗しょうで凝集力の極めて弱い土壌から成っている箇所、土層内に異常

な帯水層がある箇所、石礫地から成っている箇所、表土が薄く乾性な土壌から

成っている箇所等の森林等 

     ②快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

       都市近郊林等に所在する森林であって郷土樹種を中心とした安定した林相を

なしている森林、市街地道路等と一体となって優れた景観美を構成する森林、

気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している森林等 

     ③保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

       湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林、紅

葉等の優れた森林美を有する森林であって主要な眺望点から望見されるもの、

ハイキング、キャンプ等の保健・文化・教育的利用の場として特に利用されて

いる森林のうち、保健・レクリエーション機能及び文化機能の発揮が特に求め

られる森林等 

     ④その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

       該当なし 

 

   イ 施業の方法 

     アの①から④までに掲げる森林の区域のうち、公益的機能の維持増進を図るため、

以下の伐期齢の下限に従った森林施業その他の森林施業を推進すべきものを当該推

進すべき森林施業の方法ごとに別表２に定めるものとする。 
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     アの①に掲げる森林においては、地形・地質等の条件を考慮した上で伐採に伴っ

て発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに、天然力も活用した施業を、ア

の②に掲げる森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林

の構成の維持を図るための施業を、アの③に掲げる森林においては、憩いと学びの

場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業、美的景観の維持・形成に配慮し

た施業等を推進することとする。 

     アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき

森林として定めることとしつつ、複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特

に図ることができないと認められる森林については択伐による複層林施業を推進す

べき森林として定める。 

     ただし、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能

の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林とし、主伐の時期を標準伐期

齢のおおむね２倍以上とするとともに、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散

を図ることとする。 

     なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、

特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造

成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うことが必要な場合には、

これを推進することとする。 

      

 ２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区

域内における施業の方法 

  (1) 区域の設定 

    木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域について

は、別表１のとおりとする。 

    この際、区域内において、1の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発揮に

支障がないようにする。 

    このうち、林地生産力や傾斜等の自然条件、林道等や集落からの距離等の社会的条 

件を勘案し、森林の一体性を踏まえつつ、特に効率的な施業が可能な森林を別表１ 

のとおり定める。 

    なお、特に効率的な施業が可能な森林の設定基準は次のとおりとする。 

区域の単位 基準 

林班単位で設定する。 次の①～④すべてに該当する森林 

①  現地が人工林 

②  平均傾斜が 30 度以下 

③  林道等からの距離が 200m 以内にか

かる林班 

④  山地災害危険地区（土砂崩壊危険地

区、地すべり危険地区）、急傾斜地崩

壊危険地区、及び砂防指定地は除外 
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  (2) 施業の方法 

    木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐

の時期及び方法により行うとともに、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進

することを基本とし、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林

整備を推進することとする。 

    特に効率的な森林施業が可能な森林の区域のうち人工林においては、原則として植

栽による更新を行うこととする。 

    なお、広葉樹人工林において、萌芽更新による天然更新を行う場合はこの限りでな

い。 

 

 ３ その他必要な事項 

    特になし 
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別表１ 

区  分 森林の区域 面積（ha） 

水源の涵養の機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

1,2,4,5,6,11,12,13,14,22,25 

26,27,31,32,34,35,36,38 

1,664.98 

土地に関する災

害の防止及び土

壌の保全の機

能、快適な環境

の形成の機能又

は保健文化機能

の維持増進を図

るための森林施

業を推進すべき

森林 

土地に関する災害の

防止及び土壌の保全

の機能の維持増進を

図るための森林施業

を推進すべき森林 

3,15,16,17,18,19,20,28,29,33 

37 

966.76 

快適な環境の形成の

機能の維持増進を図

るための森林施業を

推進すべき森林 

21,23,24 

 

 

81.08 

保健文化機能の維持

増進を図るための森

林施業を推進すべき

森林 

7,8,9,10,30 240.65 

木材の生産機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

 

1,2,3,4,5,6,11,22,25,26,27,28, 

30,31,32,33,34,35,36,37,38 

1,920.14 

  

 

特に効率的な森林施業が可能な森林 

 

※除外区域を含む 

2,3,11,22,27,28,30,33,37,38 1,161.95 
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 別表２ 

区 分 施業の方法 森林の区域 面積（ha） 

水源の涵養の機能

の維持増進を図る

ための森林施業を

推進すべき森林 

伐期の延長を推進すべき

森林 

1,2,4,5,6,11,12,13,14, 

22,25,26,27,31,32,34, 

35,36,38 

1,664.98 

土地に関する災害

の防止及び土壌の

保全の機能、快適

な環境の形成の機

能又は保健文化機

能の維持増進を図

るための森林施業

を推進すべき森林 

長伐期施業を推進すべき

森林 

該当なし  

複
層
林
施
業
を
推
進
す
べ
き
森
林 

複層林施業を推進す

べき森林（択伐によ

るものを除く） 

3,7,8,9,10,15,16,17,18 

19,20,21,23,24,28,29,30 

33,37 

1,288.49 

択伐による複層林施

業を推進すべき森林 

該当なし  

特定広葉樹の育成を行う

森林施業を推進すべき森

林 

該当なし  

 

 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

 

 １ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

    森林・林業をめぐる現下の状況から森林所有者自ら森林整備を進めることは難しく、

森林施業を専門組織に委託することにより、効率的、長期的に整備及び管理をするこ

とが適切であり、森林所有者の状況、森林施業の実施状況、林業事業体への施業の委

託状況等を勘案し、長期の施業の受託、森林の経営の受託等による森林の経営規模の

拡大に努める。 

  

 ２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

    森林施業の委託は県が進める水源環境保全再生施策における水源林長期施業受委託

制度を利用して進めることとする。 

    この事業主体は、森林組合等とされているが、町には森林組合が存在しないため、

県森林組合連合会又は近隣森林組合等の協力を得て進める。事業は公的資金を充当す

ることにより、民間の技術力を活用して実行されるため、確実な事業実施と柔軟かつ

機動的な間伐材の搬出も期待できる。 

    その際、長期的な施業受委託が円滑に進むよう、森林所有者等への情報提供と施業
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方法やコストを明示する提案型施業の普及及び定着を促進するものとする。 

    また、森林の土地所有者届出制度の運用や固定資産課税台帳情報の適切な利用を通

じて得られた情報を林地台帳に反映させ、森林所有者情報の精度向上を図り、森林組

合等に森林の経営の受託等に必要な情報の提供を行い、地域の合意形成を進めていく。 

  

 ３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

    町森林所有者、民間の林業事業体、木材産業関係者など、森林・林業に関係する

様々な組織や関係者が、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ一体となって推

進を図る。 

    長期の施業の受委託等に当たっては、森林経営計画の計画期間内に林業事業体が自

ら経営を行うことができるよう、造林、保育及び伐採に必要な育成権限や伐採した木

竹の処分権限、森林の保護や作業路網の整備等に関する権限を明確にすることに留意

し契約を締結するものとする。 

  

 ４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

    本町の森林は神奈川県の水源環境保全再生施策の水源の森林づくり事業により森林

整備を進めているため、森林経営管理制度については当面活用する見込みはない。 

    水源の森林づくり事業の終了を見据え、意向調査などの各種取組の実施を検討する。 

 

 ５ その他必要な事項 

    特になし 

 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

 

 １ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

    近年、木材価格の長期低迷や生産コストの上昇により、林業の採算性は大幅に低下

し、林業経営意欲が減退しているなかで、効率的かつ安定的な森林づくりを推進する

担い手として、地域の林業経営のリーダー役となる林家等の林業経営体や、造林事業

体等の林業事業体を育成し、林業経営意欲の低下した所有規模の零細な森林所有者等

の施業や経営の集約化に向けた取り組みを進めていくこととする。 

 

 ２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

    本町の林業経営の現状は、零細・分散的な個人所有者と大規模に所有する企業とに

区分されるが、共同化の中核的役割を果たしうるほどの意欲を持った経営は見受けら

れない。そこで、町、県等により森林施業の必要性等の普及、啓蒙活動を行い、森林

所有者の意識改革を図ることにより、国、県の補助事業を利用した森林施業の共同化

を促進するものとする。 
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 ３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

    森林所有者等が共同で森林経営計画を作成する場合には、次の事項に留意して作成

するものとする。 

  (1) 森林経営計画を共同で作成する者（以下「共同作成者」という。）全員により各

年度の当初等に年次別の詳細な森林施業の実施計画を作成して代表者等による実施

管理を行うこととし、間伐を中心として施業は、可能な限り共同又は意欲ある林業

事業体等への共同委託により実施すること。 

  (2) 作業路網その他の施設の維持運営は、作成者全員により計画、実施する。 

  (3) 共同作成者の一人が施業等の共同化につき遵守しないことにより、その者が他の

共同作成者に不利益を被らせることがないよう、予め個々の共同作成者が果たすべ

き責務等を明らかにすること。 

  (4) 共同作成者の合意のもと、施業実施協定の締結に努めること。 

 

 ４ その他必要な事項 

    特になし 

 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

 

 １ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

区 分 作業システム 路網密度（ｍ/ha） 

緩傾斜地（0°～15°） 車両系作業システム １１０以上 

中傾斜地（15°～30°） 
車両系作業システム ８５以上 

架線系作業システム ２５以上 

急傾斜地（30°～35°） 
車両系作業システム ６０以上 

架線系作業システム ２０以上 

急峻地（35°～ ） 架線系作業システム ５以上 

   (注)1.路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用するものとする。 

2.尾根、渓流、天然林等の除地には適用しない。 

 

 ２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

    森林資源の状況、既存路網の整備状況等を勘案し、神奈川地域森林計画に示される

木材資源を循環利用するゾーンの森林区分に準拠し、基本的に林道等から概ね200m以

内を区域とする。 
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 ３ 作業路網の整備に関する事項 

  (1) 基幹路網に関する事項 

   ア 基幹路網の作設にかかる留意点 

      安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網整備に留意す

るとともに、「林道規程（昭和48年４月１日48林野道第107号林野庁長官通

知）」、「林業専用道作設指針（平成22年９月４日22林整第602号林野庁長官通

知）」等に則り開設するものとする。 

   イ 基幹路網の整備計画 

事業 

区分 
路線名 

路線 

延長 

( km ) 

利用 

区域 

面積 

( ha ) 

計画期

間中の

改良箇

所数 

舗装済

延長 

計画期

間中の

新規舗

装延長 

計画期

間中の

舗装打

換延長 

前半５

ヵ年の

計画箇

所 

備考 

舗装 

改良 
菜畑線 2,930 77 5箇所 20 1,000  2箇所  

 

   ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

      「森林環境保全整備事業実施要領（平成14年３月29日付け13林整第885号林野

庁長官通知）」、「民有林林道台帳について（平成８年５月16日８林野基第158

号林野庁長官通知）」等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理す

るものとする。 

  (2) 細部路網に関する事項 

   ア 細部路網の作設にかかる留意点 

      継続的な使用に供する森林作業道の開設については、基幹路網との関連や丈夫

で簡易な規格・構造の路網整備に留意するとともに、森林作業道作設指針（平成

22年11月17日付け22林整第656号林野庁長官通知）を基本として、神奈川県森林

作業道作設指針に則り開設するものとする。 

   イ 細部路網の維持管理に関する事項 

      森林作業道作設指針等に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう適正に

管理するものとする。 

 

 ４ その他必要な事項 

    特になし 

 

 

第８ その他必要な事項 

 

 １ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

    本町の山林は保安林や自然公園等の区域指定がされている箇所が多く、材木の価格

低迷、林業経費の上昇等に起因して、林業生産活動が全般的に停滞気味で、林業のみ

で生計を維持することは困難である。 
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    従って、森林施業の共同化及び合理化を進めるとともに、農業との複合経営による

林業経営の健全化及び安定化を目標とし、林道、作業路等の路網整備による生産コス

トの低減及び労働強度の低減を図ることとする。 

    また、林業機械の積極的な導入により、作業の合理化及び効率化に努める。 

    今後、地域水源林整備により増加が見込まれる森林整備に対応するため、担い手の

育成、確保を図っていく。 

 

 ２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

 

  (1) 林業機械化の促進方向 

    生産性の向上や生産コストの削減、労働の軽減等を図るため、急傾斜地の多い本町

の地形条件に対応した機械の導入を促す。     

 

  (2) 高性能機械を主体とする林業機械の導入目標 

施業の種類 現状（参考） 将来 

伐 倒 

造 材 

集 材 

町内一円 

チェーンソー 

人力 

小型集材機 

チェーンソー 

プロセッサ 

タワーヤーダ 

造 林 
地ごしらえ 

下  刈 

チェーンソー 

刈払機 

チェーンソー 

刈払機 

保育等 枝  打 人力 リモコン自動枝払機 

 

  (3) 林業機械化の促進方策 

    林業における安全性の確保及び生産コストの低減のため、機械化を検討する。 

 

 ３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

    将来予測される素材の出荷については、神奈川県森林組合連合会の林業センターを

主体に流通させることとし、県内の市場育成に資することとする。 

 

 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

 

第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

 

 １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

 

  (1) 区域の設定 
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    本町においては、ニホンジカによる森林被害が生ずる恐れがあることから、鳥獣害

防止森林区域を別表３のとおり定める。 

  (2) 鳥獣害防止の方法 

     鳥獣害防止森林区域においては、森林の適格な更新及び造林の確実な育成を図る

ため、植生保護柵の設置及び維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、

現地調査等による森林のモニタリングの実施等により鳥獣害の防止を推進する。な

お、植生保護柵については、改良等を行いながら被害防止効果の発揮を図るよう努

める。 

     また、鳥獣害防止対策の実施に当たっては鳥獣害保護管理施策や農業被害対策等

と連携・調整に努める。 

 

   別表３ 

対象鳥獣の種類 森林の区域 面積（ha） 

ニホンジカ 町内全域 2,953 

 

 ２ その他必要な事項 

    鳥獣害防止の方法の実施状況について、必要に応じて保護措置実施箇所への調査・

巡回を行い確認し、鳥獣害の防止の方法が実施されていない場合は、林業事業体や森

林所有者等に対する助言指導等を通じて新たな鳥獣害の発生を防止することに努める。 

 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

 

 １ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法等 

  (1) 森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

     スギ・ヒノキにおいて、せん孔性病害虫の被害が隣接市町において発生し、材質

の変色・腐朽といった被害が確認されている。このため、森林所有者に注意を喚起

し、枝打ち等防除対策に取組むよう促すものとする。 

     特に、ナラ枯れについては、県内の他地域で発生が確認されているため、早期発

見と被害の未然防止に努めることとし、被害が発生した場合は、まん延防止のため

の措置をとることとする。 

     また、ナラ枯れ被害については、国、県等の関係機関と連携を図りながら、「神

奈川県ナラ枯れ被害対策ガイドライン」に基づき、適切な防除対策を実施するもの

とする。近年、被害が急激に拡大したため全量の駆除等が困難なことから、倒木し

た場合に危険な被害木や景観面や歴史的、文化的価値がある樹木の保全を優先して

対策を行うものとする。 

 

  (2) その他 

     特になし 
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 ２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

    第１の(1)において定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林

区域外における対象鳥獣による森林被害について、森林資源の構成、被害の動向を踏

まえ、必要に応じて第１の１(2)に準じた鳥獣害防止対策を実施するとともに、野生

鳥獣との共存に配慮した森林整備等を行うよう努める。 

 

 ３ 林野火災の予防の方法 

    森林火災の防止対策については、一般入山者への直接的な指導や標識・看板等の設

置による山火事予防の意識の高揚・啓発、県・市町村の広報を活用した普及啓発など、

森林火災の未然防止を基本にした対策を推進する。 

    入山者の多い森林とのふれあい施設、林道、ハイキング道等への初期防火用水の設

置、消火用水として利用可能な湛水池への看板整備、既設防火線や伐採・再造林予定

地を中心にした防火樹の植栽による防火林の造成、既設経路沿いへの防火樹の植栽に

よる防火樹帯の整備等を推進する。 

    また、山火事が発生した場合、大火災となる恐れのある箇所については、防火線の

整備を推進する。さらに、森林火災や気象災害等により生じた損害の補填や森林の復

旧に備えるため森林保険への加入を促進する。 

 

 ４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

    火入れを実施する場合は、湯河原町林野等火入れに関する条例（平成12年4月1日施

行 条例第23号）に基づき実施する。 

 

 ５ その他必要な事項 

  (1) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

     特になし 

 

  (2) その他 

     特になし 

 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

 

 １ 保健機能森林の区域 

    特になし 

 

 ２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する

事項 

    特になし 
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 ３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

    特になし 

 

 ４ その他必要な事項 

    特になし 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

 

 １ 森林経営計画の作成に関する事項 

 

  (1) 森林経営計画の記載内容に関する事項 

     森林経営計画は、従来の森林計画事項である森林計画の長期方針などに加えて、

森林の保護や作業路網の整備、森林経営受託の規模拡大目標などについても計画す

ることになり、森林所有者のほかに森林経営の委託を受けた者も作成出来ることと

なったので、森林経営の受委託により経営規模が拡大し作業の効率性の向上を図る。 

     また、森林経営計画を作成するに当たり町は適切な指導・助言を行なう。森林経

営計画の作成に当たり、次に掲げる事項について適切に計画すること。 

   ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植

栽。 

   イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

   ウ Ⅱの第５の３の森林の経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第６

の３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

   エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

 

  (2) 森林法施行規則第33条第１号ロの規定に基づく区域 

     路網の整備状況その他の地域の実情からみて、造林、伐採及び木材の搬出を一体

として効率的に行うことができると認められる区域を、森林法施行規則第33条第１

号ロの規定に基づく区域として、次のとおり定めるものとする。 

 

区域名 林   班 区域面積（ha） 

西部 
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、

14、15、16、17、18、19、20 
1,397.29 

中央 24、25、26、31、32、33、34、35、36、37 694.82 

東部 21、22、23、27、28、29、30、38 861.36 

 

 ２ 生活環境の整備に関する事項 

   特になし 
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 ３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

   町内の小・中学生をはじめとした青少年に対しては、自然の大切さとふるさとへの愛

着を育むため、まちづくり参加プログラムの中に森林・林業体験プログラムを取り組む

こととし、また中高年者に対しては、町主催の植樹祭等に参加してもらい、森林づくり

への直接参加を推進する。 

 

 ４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

   幕山地区には、「湯河原梅林公園」や「幕山公園」があり、多くの人々に森林とのふ

れあいの場、安らぎの場として利用されている。また両公園周辺には、ハイキングコー

スが設定され、自然とのふれあいの場として森林が重要な役割を担っている。 

   今後とも森林総合利用地域として、多くの人々に親しまれる森林施業と施設整備を推

進する。 

 

 ５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

   幕山地区・城山地区・池峯地区は、森林とのふれあいの場としての整備が期待されて

いることから、景観を維持向上するためカエデ類を中心とした特定広葉樹の植栽、不良

木の除去とともに、管理施設、遊歩道等の施設整備を進めるものとする。また、広葉樹

が点在するなど優良な里山林が残されており、町民の憩いの場・身近な生き物の生息・

生育の地となっている。このため、この地区の里山林を保全するとともに自然散策の拠

点となるよう、下刈り、不良木の除去、萌芽更新、特定広葉樹の植栽、遊歩道等の整

備を行うことにより、景観・環境の保全を図ることとする。 

 

 ６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

   該当なし 

 

 ７ その他必要な事項 

  (1) 法令により施業について制限を受けている森林の施業方法 

    保安林その他、法令により施業について制限を受けている森林においては、当該制

限に従って施業を実施することとする。 

 

  (2) 森林総合利用の促進 

    林産物の生産、自然環境の保全・形成、水資源のかん養、保健休養の場の提供など

森林の持つ公益的な機能を活用するため、幕山・城山については、町のシンボルとし

てその機能の充実に努める。  

 

  (3) 森林づくりへの参加 

    森林を単なるレクリェ－ションの場とするのではなく、広く町民に呼びかけ、 森

林づくりへの積極的な参加を促進する。 
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  (4) 広葉樹の育成 

    広葉樹は、樹木の種類も多く、四季の変化に富み、風致的にも優れているため広葉

樹の積極的な育成を図る。 

    また、スギ・ヒノキの植林にあたっては、針葉樹の単純林とならないよう広葉樹を

混生させる等の森林づくりを推進する。 

 

  (5) 森林施業の技術及び知識の普及・指導に関する事項 

    森林施業の円滑な実行確保を図るため、県等の指導機関との連携をより密にし、普

及啓発・経営意欲の向上に努めることとする。 


